
登録事項等についての説明（岱齢者住まい法第17条関係）

登録事項等についての説明

貸主（市） 住所

氏名

代理人 住所

氏名

2024年7月1日

東京都品）II区凶在反l:l:l2-ll-8 

株式会杜学研ココファン

代表取締役森猛 目J

日J

サービス付き布齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第
17条に某づき、以下の事項について、書而を交付して説明します。

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな）ここふぁんひよしななちょうめ
住宅の名称 ...................................................................................................................................................................................................................................... 

ココファンtJ古7丁目

所在地
（住居表示）〒223-0061神奈川県横浜市港北区日吉7-6-21

利用交通手段
■ 1．逗市（東急屯鉄東横線 日吉駅から徒歩で15分）
□ 2．その他（ ） 

住宅に関する □ 1．所布権 ■ 2．貨借権 □ 3．使用貸借による権利
権原 期間 2017年 7月 ［日から 2012年 6月 30日まで

施設に関する □ 1．所有権 ● 2．竹借権 □ 3．使用貸借による権利
権原 期間 2017年 7月 1 F1から 2042年 6月 30□まで

敷地に関する □ 1．所有権 □2.地l:.権 ● 3．貨借権 □ 4．使用貸借による権利
権原 期情l 2017年 7月 1 Hから 2042年 6月 30日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 口伽i人

商号、名称 （ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん'..........................................................................................................................................................................'..............'......,...........'...'................... 
又は氏名 株式会社学研ココファン

住 所 （郵便番号 141-8420 ） 

（法人にあっ
ては 東京都品）1|区四五反』二丁旬1番8サ

主たる事務所
の所在地） 電話番号 03-64:31-1860

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）.......................................................................................'............................................................ ・・・・・・・..................... •-•...................................................... 
商号、名称、又は氏名
1土所り去 （郵便番号 ） 

法定代理人 人にあっ
（木成年の個 ては主た
人 る事務所

である場合） の所在
袖） 竜話番号

法人の
別添 1のとおり

役員



3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん

事務所の名甜 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

株式会社学研ココファン

（郵便番号 111-8420 ） 

事務所の所在地東京都品川区西五反田二l目 11番8号

電話番号 03-6131-1860

4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 48 戸

居住部分の
（最小） 18. 00 ポ

規模
（最大） 3 4. 7 4 吋 詳網については、別添 2 

構造及び
共同利用設備 ■あり □なし

設備
構造 RC 造 階数

竣Tの年月 2017 年 6 月 30 日

■登録甚準に遜合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等

■緊急通報装置を備えている

5.サービス付き商齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び人居開始時期
（居住の用に供する前である届合）

入居契約の別 ■貨貸借契約 □その他

入居契約が貨
貸借契約でな
い場合には、
その旨

終身賃貸卓業
者の事業の認 ■法第52条の認可を受けている

H」・

次の①又は②に該当する者である。

入居者の資格． ①単身向齢者世帯②高齢者＋1百］店者 （配偶者／ 60歳以上の親族）
（「高齢者」 とは、 60歳以トーの者をいう。）

入居契約の
入居契約吉のとおり

内容

※以下は、入届の用に供する前である場合に限り記人すること。三 から

迂）入屈開始年は、西暦で記入すること。

地上 3

のとおり

階建



6. サービス付き商齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及ぴ人居者から受領する金銭

サーピスの種類 提供形態 提供の対価（概第•月額）

状況把握
• 自ら 口委託 約 28,600 F] 

生活相談

高齢者生活支 食事の提供 ■自ら 口委託 口提供しない 約 49,440 l[J 
詳細については、別添援サービス

入浴等の介護 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円 3 のとおり

調理等の家事 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

健康の維持増進 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 〇 I lj 

その他 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

家賃の （最低） 約 75,000 円
住戸ごとの内容は別添 のとおり

概算額
2 

（最高） 約 138,000 円

共益糞の （最低） 約 8,200 円

概算額 （最森） 約 22,600 I lJ 

敷金の （最低） 約 150,000 円
家貨の 2.0月分

概算額 （最高） 約 276,000 円

前払金※の
口あり ■なし

有無

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最高） 約 F] 

金の概算額

家貨等の前払 家賃

金の算定の某 サービス提供
碗 の対価

返遠額の
算定方法

家貨等の袖払
金の返還債務

年 片 日まで
が泊滅するま
での期間

家貨等の前払
金の返還額の （※原且l」として入居契約に定めた契約の始期を起箕日とする0)
推移

前払金の保全 口銀行による偵務の保罰 口信託会社等による冗本補てん又は信託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 口その他 ） 

特定施設入居 ■指定を受けている 介護保険卓業所番号 （ 1470904069 ） 
者生活介護事
業所 〇指定を受けていない

地域狗若型特
口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 

定施設人居者
生活介護事業 ■指定を受けていない
所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 
施設入居呑生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サービス
（特定施設入居者生活介設卓業者、地域密着型特定施設入居者牛活介護事業所絆しくは介護予防

情報
特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護保険法第115条(1)
35第1項に規定する介随サービス情報を示す。）

※前払金とは、 終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家貨等の全部又は一部を一括して受領する場合を
Vヽう。



7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口管理業務を委託

委託する業務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

商号、名称 （ふりがな）..................................................................................................................................................................................................................................... 
又は氏名

住 所 （郵便番号 ） 
（法人にあっ
ては

上たる事務所
の所在地） 屯：話番号

修繕計画

計画策定の
口あり ■なし

有無

大規模修絡の 頃実施予定
実施予定

その他計画的
な修紹予定

8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

提供されるサービス
事業所の場所施設の名称

の概要

口 同・の建築物内

口 同 の敷地内

口 隣接する士地

9. 高齢者居宅牛活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

事業所の名称
（ふりがな）いりょうほうじんしゃだんゆうしょうかいゆうしょうかいざいたくくりにつくかわさき
............................................................................................................................................................................................................................. ~·••·••···· 

医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック川崎

（郵便番号•2LO--0851 ） 

事業所の所在地神奈川県）1|崎市）1|崎区浜町4-6-19

電話番号 011-329-0606

連携又は協）」 健康医療相談、救急医療支援、相談・カンファレンス、健康管理

の内容

1 0.登録の申請が双本方針（及び岱齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

高齢者の届住の安定確保に関する法律第3条の規定に基づき策定された「高齢者の届住の安定確保に関する基本的
な方針」を遵守し、適切な管理はもとより、英約 l¢のトラプルを回避する観点から、十分な情報提供を行い、入
居者の居住の安定を確保する，

上記につきまして、高齢者の店住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

2024年= 7月 1H 

借キ： （乙）住所

氏名 印



別活1

役員名簿

（ふりがな）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

氏 名
役名等

こばやかわひとし
|．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．曹●● 

1小早）l| 仁
代表取締役

もりたけし
................................................................. 
森猛

代表取締役

たかはしやすひろ
，．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

晶橋靖宏
常務取締役

やまもとのりお
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

山本教雄
取締役

1こんどうけんた
，．．曹●●．．．．．．...........................●●疇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

近藤健太
取締役

きむらゆうすけ
,................................................................. 

木村祐介
取締役

おくだるみ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

奥田栢美
取締役

ほんだやすたか
,................................................................. 
本田泰隆

取締役

たかはししゅんたろう
.................................. 

高橋俊太郎
監査役

おだこうたろう
............................... 
小田耕太郎

藍杏役

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記戟しきれないときは、この様式の例により作成した甚面に記載し、
その書両をこの書雨の次に添付すること。



別添2

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.態用部分の規模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 月額家賃
住棟番号 床面積 ク 便 洗 浴 台 収 （概算額）

元 （戸） （該当するものを全て記載）
(m→ 備 所 面 宰 所 納 （円）

1 18. 00 X 

゜゚
X X 

゜
2 101,102 78,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
6 103-108 77,000 

1 24. 10 

゜゚゜゚゜゚
1 212 97,000 

1 24. 10 

゜゚゜゚゜゚
1 312 98,000 

1 25.37 

゜゚゜゚゜゚
2 109, 110 97,000 

L 25. 37 

゜゚゜゚゜゚
3 210,211,316 100,000 

I 25. 37 

゜゚゜゚゜゚
3 310, 311、317 103,000 

1 25. 75 

゜゚゜゚゜゚
2 219、220 101,000 

1 25. 75 

゜゚゜゚゜゚
1 318 103, 000 

1 25.80 

゜゚゜゚゜゚
1 218 100,000 

1 31. 74 

゜゚
。
゜゚゜

3 207-209 134,000 

I 34. 74 

゜゚゜゚゜゚
3 307-309 138,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
6 201-206 79,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
3 213-215 75,000 

l 25.37 

゜゚゜゚゜゚
2 216,217 98,000 

I 18. 00 X 

゜゚
X X 

゜
6 301-306 80,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
3 313-315 76,000 

注1)仕戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて配戟すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載する

2,共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床而珀

整備箇所
想定利用戸数

（rrf) （戸）
備考

浴室 7 59. 08 1階、 2階、 3階 26 
脱衣室含む

食堂 1 129. 79 1階 48 
台所設置

居間（ラウ 2 11. 50 2階、 3階
台所設置

ンジ）
48 

共同トイレ 3 14. 36 1階 48 

注）幣備箇所は、添付図面との対応閥係を明確に記載すること，



I Bll添3 |

1.状況把梱及び生活相談サーピスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事柴名が自ら提供する U委託する
委
商号、名称

（ふりがなl
托 ......................................................................,............ ・・・・,..........,.̀...,...............9.................̀............................................響.................................................................
す 又ぱ氏名
る
易

（郵便番号・ ） 今9. r 住 所
0) （法人にあって
委 はキたる写務
託 所の所在地）

番は一先

口医療法人 「l 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 □社会福祉法人 ロ 指定介護予防サービス事業者
する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 n 指定介護予防支援事業者

口指定地域彩着型サービス事業者 ． l：記以外の法人等
口医師 人員 人 口 社会福祉l: 人目 人

■看護師 人員 4人 ． 介護支援専門員 人員 1人
サービスを提供

口准看護師 人員 人 ■ 旋成研修修了者 人員 7人
する者の人数

■介護福祉士 人員 13人 ． 上記以外の職員 人員 17人

ム ~1- 人員 42人ロ

■同一の敷地内 口隣接する土地

常駐する場所 n近接する土地
（所在地 ） 

常駐するH ● 365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 9 時 00分 ～ 17時 00分 人員 10人
常駐する時間

1-,1,以外の時19り 17時 00分 ～ 9 時 00分 人員 1人

居宰への訪問等により確認を行う。
毎H l 同

毎且 l回以上の
状況把握サービ｀
スの提供方法 口 人届者から届住部分への訪問を希架する旨の中出があった場合は、当該居住部分への幼問（近

接する土地に常駐する場合のみ）

常駐するFl 00 時 00 分 ～ 24 時 00分
提供貯聞

緊急通報サービ i記以外の日 「l 24時間

スの内容 通報方法 各居窒内設置0)緊急通報装置

通報先 1階事務所及び職員携帯(/)PHS 1通報先から住宅までの到着予定時間 l分

サービフ提供の 月額 約 28,600円 前払金の
対仙（概算額） 前払命 約 0 円 算定方法

備考
上記は、 人入居のサービス料金です『，二人入居の坦合のサービス料合は、 34,100円（二人分）となりま
す→C 

※サー・ビ｀ス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日問利用した場合(J)令額を記載すること。



2.食事0)提供サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サ｀―`ビス付き高齢者向け住宅提供事業者がnら提供する D委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
...........................'......................................... ・...................................■..........,.......,...............,............................................ - ..................................................... 

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 ほ主たる事務

＾ 白

所の所在地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る琴業所の所
在地） 電話番号

食亨提供を行う場所 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 

提供日 ● 365日対応 □その他（ ） 

提供力法 内容 □ 3食 l ● 入居者が選択 〇次の食拍ま提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で調理 □配食サ―｀ビスを利用 口その他（ ） 

月額※ 約 49,440円 内訳 朝食 422円 昼食 638円 夕食 588円

サービ｀ス提供の
前払金の対価（概算額） 前払金 約 F 
算定方法

備考

※サ←ービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。

3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
...... . .. . ........ . . ... ............ . .. .. ............. .. ............... . ...... . ... .... ..... . ........................... .... ........... . . . ............ ........ , ......... .. . ........... .. ... .. ... .....'..... . ....... .. .…••••一.....-...

託
又は氏名

す
住所

（郵便番号 ） 
る （法人にあって
場 ば主たる享務＾ に］

所の所在地） 電話番号
(T) 

委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 竃話番号

提供日 ■365 i:J対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
■入浴介護 ■排せつ介護 ■食事介護
□その他 （ ） 

サーピス提供の 月額 約 0 円 前払令の

対価（概算額） 前払金 約 0 円 算定方法

備考
介護保険適用または自費（身体介護10分624円～、生活援助10分440円～）にてご利用いただけます。



4.調理、洗潅、棉除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら捉供する 口委託する

商妙、名称
（ふりがな）

委
........................~.......................................... "''"'",..'.....................................................................'........................................................................................ 

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる専務
合 所の所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあっては本業務に係
先 る寧業所の所
在地） 電話番号

提供F1 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
口調理 ■洗潅 ■掃除
□その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0 円 前払金の
対価（概偉額） 前払金 約 0 円 算定ガ法

備考
介護保険適用または自費（身体介護10分621円～、生活援助10分440円～）にてご利用いただけます。

5.健康0)維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き直齢者向け住宅提供狂哭者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
.............. .、』 ••........ ................. ... .. ................. .. ,................. . . ...... .. .......... .... . ....... . ........ ... . .. ..... .. . ..... .............. .................. . .............、*......... .. ......鼻,. .. . ... . ....,.. . ..........

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務
合 所の所在地） 屯話番号
0) 

委 住所 （郵便番号・ ） 

託 （法人にあっては本業務に係
先 る亨業所の所
在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
■健康相談 口血圧等の測定 口定期健診 口通院等の付き添い

口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 0 円 算定力法

備考
提携l矢療機関からの健店に関するアドバイスを受けられます。費用は「1.状況把握及び生活相談サー→
ビスの内容」の料金に含まれます。



6,その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き商齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
................. ............ . .. . ......、.. . ... . ...···••·••.................."...........................,....,..............................,...................,.,......,.,.,...̀........、・•......．．■．, ...^..........,...... . ........ . ,.’" ' · • 9 

託
Y..は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る
（法人にあって
場 は土たる専務
合 所の所在地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所

在地） 電話番号

提供日 ■365 Fl対応 □その他（ ） 

提供方法
内容 介護保険適用外のサービス：冠婚葬祭の付添・買い物の付添など(10分440円～）

サービス提供の J-l額 約 0 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 0 円 算定方法

備考



2024年 1日

サービス付き高齢者向け住宅入居契約・ （介護予防）特定施設入居者生活介護利用契約 重要事項説明書

サーピス付き商齢者向け住宅への入居に係る契約及び特定施設人屁者生活介護の利用に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保

に関する法律第17条及び東京都有科老人ホーム設置運営指尊指針12(4)に基づき、以下の事項について、苦面を交付して説明しますu

1.サービス付き高齢者向け住宅（（介護予防）特定籠設入居者生活介護事業所）の概要

フリガナ ココプァンヒヨシナナチョウメ
住宅の名称

ゴコファン日吉7丁H

〒 :1-23-0061 
住宅の所在地

神奈川県横浜市泄北区日吉7-6-21

最寄駅 東急東横線 Fl吉駅
住宅へのアクセス

．・ 徒寛1,.歩1lバb分スまたば臨港パスで乗11!5分 ぽ濯 r匹 町 1 『宮111渾濯n停留所で下lI［ 冬 紐班3分交通f段と所要時間

竜話番号・ 045 562 6331 

住宅の連絡先 ト・1¥.X番号 045-562-6332 

ホームページアドレス hug§.IImvw.ggsgfu!Ila,gg ipL 

所有関係 □所賓権 口地上権 回賃惰権 しl使用貸惜による権利

期闇 2017年7月1日 から 2042年6月30日 まで

敷地 祗当権 仁］あり 回なし

U動更新 同あり □なし
ー・...-...... ... '・ , • •· ． ー ·~ -一 一疇 l疇.. -.. ,-- ・-.ー・—··ー--------·-....-•---------.. -------.. -..一9 疇置--
敷地面積 l l4ii.15吋

所有関係 □所有権 E]貰惜権 LJ使用貸惜による権利

期間 2017年7月1日 から 2042年6月30日 まで

抵当権 □あり 回なし
住宅（述物）

自動更新 回あり 仁なし
-一•,.,_ _, l -

--..-⇒---------・・⇒--_-----7 ・・-・--・・-. ・--・-. ・-・・-・・-・鴫・-・・-・・-・・-・・-・・
娃築物IOj釘区分 老人ホーム ，耐火構造 回耐火建築物 □準耐火廷築物 □その他（ ） 

権1点等 Iうち、サ付さ分廷床面稜 l, 936. 24吋 1,936.24 rr{ 

所有腺係 口所賓権 回賃惜権 □使用貸情による樗利
期間 2017年7月lIJ から 2042年6月30日 まで

抵当権 口あり □なし
U動更新 回あり □なし
ー・ 0 --・  • • 9■ - --- ---- ---------一＝• →·尋·, —· ー·囀·→・三・ ··尋~囀·呻·----------•一--------·■-------------

併設施設 施設名称 提供されるサーヒ＇スの種妬 事染所の垢所

□同一建物内 □同一敷地内 [l隣接する土地

□同一建物内 □同一致地内 口隣接する土地

□問一追物内 仁l同一致地内 口隋接する土地

□同一建物内 □問一致地内 □隣接する土地
介護保険弔業所番号（特定施設） l470904069 

指定した自治体名 横浜市

指定年月日（初凶） 2021年7月1U 

指定有効期限 2027年6月30~ 

入居時の要件 回介讀専用型（要介謹のみ） □混含型（自立除く） 旦混合型（自立含む）

介護保険の利用 口（介謹予防）特定施設入居者生溢介渥（一般型） L」（介讀予防）特定施設入居者生活介護｛外部サーピス利用型）

ィキ毛の管理者名（役職名） 氏名 |宮厄智子 役戟名 1管理者

終身貸貸事染者の奉業の認可 回 法第52条の認可を受けている 口 認可を受けていない

人居開始時掬1（住宅(l)開設年}IFl) 2017年8月1日
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2.事稟主体

フリガナ カプンキガイシャガッケン：コ：コファン
事業士体の名称

株式会社学研ココファン

事業主体の主たる事務所 〒 14l4M20 I 
の所在地 東点都品JIii><泄汀．反田2-11-8 

竜話番号 03-6431 1860 

挙染主体の連格先 FAX番号 03-6'131 1864 

ホー・ムペー・ジアドレス bttpJIWl/lW•g匹9位mg.!,Q,jg

事業主体の代表者の氏名及び職名 氏名 森猛 1詭ク， 1代表取締役

享業上体の役貝 別添 l I役員名簿l/T)とおり

設立年月 Fi 2008年5月151.J

亨業キ体が行っている七な亨業咋 別表1サーピス付き布齢者向け住宅が提供するサーピス（自喪サー・ビス含む）等の一覧表」のとおり

3. 入居契約及び（介護予防）特定施設人居者生活介護利用契約の概要

契約尻塞 階／笛・部屋番号等 I 1而積 I IIt 1定只 I 名

入届契約の別 1入活契約が行tff出袂約でな し」着通賃貸借契約 口定期賃貸惜契約 回終身建物貸貸惜契約 口利用棺契約
い出合には．その行）

次の①又は②に該当する者である。

入居者の姿格 m 爾
単身高齢者1仕帯
病齢者 I同居者（配1/II若／ 6U淑以r(J)親族／要介護甜疋又は要文援認走を受けている
60歳末滴の親族／特別な坪由により同居さ廿る必要があると知卓が認める者）
(I高齢者1とIJ:、 60滋以トー．0）者又1よ要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未滞0)希をいう.)

入居活契介約謹及び用契（介約護の予内防斧）特定加設入居者
生利 容

入居契約●及び（介謹予防）特定施設入居者生活介護利用契約書のとおり

契約期間咋入居契約
契約期間 I から 年 月 f まで

更新 1自勁更新

契約解除の内容

吝業者は、人居契約苔第l4条及び（諜予防）特定施設入居者生活介護契約苫第16条の規定に基づき、以卜の場合には契約を解除することがでさます｀，

息
他契用の約利者用がを者の生命の危害を及ぽす がある場合
本 継続する、ーとが社会通念上培しく困難な場合
利 正当な碑出なく丈払うべきサービス利用料を3か月以日寄納し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、期間内に滞納額の全額の支払

いがない場合

事業主体から解約を求める場合（終身建物酋貸借の場合のみ）

解約条項 第14条及び第15条

解約予告期間 1か月）恒至6 か片

利用者からの解約・予告期問・連絡先

利用者は事業者に対して解約する 30 H iりまでに文吾にて解約の申し出を下記連絡先に通知するごとで本契約を解約することができますC

名称 ：ュ：コファンA吉 7TbJ
契約解杯」時の遥絡先

竜話番ぢ• O45と562-6331

4.サービス付き高齢者向け住宅の戸薮、規模並びに構造及び設傭

戸数／定員数 48戸（荘録申諸対象戸数） ／ 54人

（差小） 1800 吋

屈住邪分の規模
（差大） 34.74 m' 詳潤については下記l設備の詳緯」を参熙

共同利用設儲 回あり □なし
槽造及び設備

1鉄靡Iンクリー・ト造 11祖数 l うも． 11-(•rバ1地卜喝梢造 拙上3階

竣 I：が1．J-1Fl 2017年5月 ~lIJ 

回 登録基準に適合している

hn齢対応構造等 国 Iレペーターを備えている

巨l緊急通報装置を備えている
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設備の評綿

＼ 階 定員 而稜 戸数 浴室の有無 台所の有無 収納の有無 備考

，，，イプ1 1 l 18. 00rr! 8コ有回無 □有 □無 回有 □焦
タイプ2 1 I 25. 35吋 2回有 □無 曰有 □無 回有 □無
タイプ＇i 2 I 18. 00 rd 9 LJ有 E]撫 口有 □無 回有 □無
タイプA 2 I 24. 10 n/ 1囚有しl熊 凹有[J無 曰有 □無
タイプ5 2 I 25. 35 ul 2回有 □無 回有 □無 回有 □無
タイブ6 2 I 25. 37ボ 2回有 □無 回有 □無 回有 □無

介護居室
クイプ7 2 I 25. 75可 2回有 □無 巨l有 □無 回有 □無
タイブ8 2 I 25,80ポ 1回有 □無 回有「コ無 団有 U 無
クイプ9 2 2 34, 74ポ 3同有「l無 同賓「l無 同賓 □無
クイプl0 3 I 18. 00 rri' 9 □有回無 コ布回熊 回有 □熊
タイプII 3 1 24.10 n1 1こl有 □無 回有 □無 回有 □無
クイプI2 3 1 25. 35,ri 1回有 □無 口有 □無 □有 □無
タイプI3 3 l 25. 37 rri 2巨l有 □無 回有 □無 巨l有 L]無
クイプl4 3 I 25. 15 m 1回布 □撫 回苓 □無 コ賓 □熊
クイプl5 3 2 34. 74 rri 3回有 □熊 回有 □無 回有 □無

一時介護三
陪 足員 而碩 戸数 備考

うち男女別

便所 共同便所 3か所

うち、男女 1階 (3か所（車いす等対応可能））
共用

居室 「l全部 口一部 「lなし

個浴
6か所 場所 1 • 2 • 3階（各2か所） 面積 ボ

併設施設との共用の有無 U あり （ ） ヒ］なし

大浴槽
場所 山積 而

併設蜘設との共用の合―無 □あり （ ） Elなし
浴室

共同浴室 場所 1階 面積 20. 00 m' 

回 1チェアー浴

共同浴室に 1か所 □ 2 りフト浴
おける介護

U3  ストレッチャー浴浴棺

□4そ(I)他（ ） 

併投抱殺KO)共用の布無 〇あり （ ） 回なし

場所 1階 而柑 129. 79州

食堂 兼用 凶あり □なし 兼用設備 機能訓練至

IIt設咋改 I·•)共Jtl □あり （ ） ビlなし

入理居設備者や家族が利用できる詞 同あり □なし
揚所 1附 而積 12Y. 79 ri/ 

機能訓練室 兼用 回あり □なし 兼用設備 食堂

II斥れも武レの）し）ll □あり （ ） 回なし

その他の共用設備 ラウンジ

回あり □なし
エレベ・・タ―`

台数 1基 定員 15 x |`，，ッチャー ストレッチャー対応

居室 凶あり LJなし 脱衣室 凹あり □なし
緊急呼出装匿

便所 凶あり [Jなし 浴五 回あり 口なし

日動火災報知設備 己あり 亡なし 火災通報装涸 巨lあり 口なし

消防設備
スプリンクラー 回あり □なし 消火器 曰あり □なし
消防計画 il'!|りi冴へのltl/11II Ol'IIVi署名） 2021年6月11.J （港北消防署）

非常災害対第 防火管埋者 大滝叶人

避難訓練 消防料の指森のもと、年2同支施（うも 1同は夜1』」想定）
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5.従業者の動務体制

従業者の人数

戦 ：

常勤 井常勤
合計 常勤換算

兼務状況 等

卑従 非専従 卓従 』ド専従 （委託である場合はその旨を記入）

管理者 I 1 1 q:EHI鯰！I.介泄糀↓i

生活相談員
I 2 3 1. 2 行雌イ．il 仙l作成廿！：3打＇、介~I.IIJ-i

9●99●●’●●9 99•一..、,_,.、•-999 99 9l _,.99ー＇’l●999 9 9●----...., 9 9, 9 9, _ ,.,..  99 99 9 9 9●配●9...... . ●,.... 9 9 9 ●9 99 9 9 9 ●● 9 9 ← •…•一. .--··--·-· ●,... _. .・・--・山・“

看護籾且（直接雇用） 1 3 4 2, 4 Ill胆訓紐指4ft

巧謹麻且 （派遠）

゜ ゜．． --..., ・ ••一..,--●● 9 9 9 , ● 9,.,.,..▲・*―-9,..,.,.~  ... -.... --. ・ •口山↓●●心ヽ - 9 9 9 9 99 9 9 9 99●● 99■9● ● 99 99 ● ●ヽ●..●ヽ●●-ヽヽ•ヽ l●-・・-・●99 99 9 l●●9 9 9 9●-·•一

介護様員 （直接雇用） 4 4 14 22 14. 2 行9〖名． 'I江相談員、 ；屯幽作成担匹粁、i所長

介護織且（派遣）

゜ ゜＂ I — 9 9 9,_,..,••一•"'.....,...."-· 9•~...•••一· ••一9999-.......〒 ., __ -・・ ----・ 
機能薗11棟指漠n 1 3 4 0. 3 れ讃nn

計囲作成担当者 I I 0. 3 ,9KISt11炭u.介潅職i:l

栄養士

゜調迎員 12 l 13 'I汀；サポ•ー、

事務員 2 2 

その他従業只 1 j 生伝サボし卜．スクソフ 町UぱK務

1週Ill!のうも、常勁職lわiが勁務すべき1l5栢l 40時間

介護戟且の資格

こ 常勤 非常勤
合再l 常勤換算 備考

存従 非専従 卓従 井専従

社会癌祉＋

゜介護福祉十 2 il 8 14 5. 2 

実務者研修の修了吝 I 1 2 l. 7 

介護職員初任者研修の修「吝 j I 4 6 4.9 

介頂支援専門員 I I 0.3 

たん吸引等研修（不特定）

゜たん吸弓l等研修（特定）

゜浴格なし I I 

機能訓糾指導員の資格

ょ ～
常勤 非布勤

合計 常勤換算 備考
専従 非亨従 専従 非専従

牙護師又は准石護師 l 3 4 0. 3 

嬰学扱法士

゜作菜療法士

゜言語聴党士

゜柔道整復簡

゜あん摩マッサージ指庄師

゜はり師又はぎゆう筒

゜管狸老の斉格 介護福祉士

ド
平均人数 最少時人数

時間帯 備考

夜勤・宿直体制
看護職貝 介護職貝 看護職員 介護戟員

夜勁 17:00 ～ 9:00 0人 1人 0人 1人

宿直 ～ 人 人 人 人

石護識tl.及び介護戦~1 人当たり （常勤換算）の利川者数 3人

｛介護f9防l栄政百桐設人居吝生活介護の提供体制

哭約上の職員配涯比率（※） u l. 5 : I 以上
（介護予防） 特定施設人居者 ［表ぶ串項l

゜
2 ； 1 以上

生活介護の利用者に対する看
※広代・バンフレット竹における記載内容に合致する n 2.5 : l 以f-_護 ・介護職員の言11合（社部

せービス困11阻型特定施股のi≫ ものを選択 図 3 ： 1 以f-.
企、 記入不要）

実際(/)眉胡を比索
3 ： I 

（記入F1時点での利用者数：常勤換算職員数）

サー・ビス付さ商齢者向 It住宅の職員数
外悧1サービス利用型特定施設

訪問介護布業所の名称である塩合の介護サーピソ、提
供体制（一般型i包括祖J)拉 訪削行護事業所の名称
匹四→合、記入不．疫）

通所介湯串業所の名称
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駁f1の状況 （ 2024/7/1 現在 ） 

他の職稲との兼務 回あり 仁］なし 兼務する戟種 生活相談貝、介護職貝
管理者

業務に係る安格等 回あり 口なし 資格等の名称 介護福祉士

¥ 呑護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 Jじ常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勁 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度1年間(!)

゜
I 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
I 

゜ ゜採用者数

前年度1年間の

゜
L l 4 

゜ ゜ ゜
I 

゜ ゜退職者数

数業 1年未滴 1 

゜
2 

゜
1 

゜
I I 

゜ ゜に務
応1：：： l'I：以・K

゜
2 1 2 I 

゜ ゜
2 

゜ ゜じ従 3年未満

た事 3年以I.:

゜
I 2 12 1 

゜ ゜
l 1 

゜職し 5介未嘴
員た 5年以上
の経 1 0年未滴

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜人験
数年 l 0年以上

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜従業者(/)健康診断
同あり [Jなし

の実施状況

6 サービスの内容

サーピス提供の方針、サーピスの提供内容1叶関する特色

ご利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、以下のサービスを提供いたしま晶 携
‘ヽ 入お居、者医療が機医療関を必要とする場合は、円滑に医療サーピスを受けられるよう、医療問関 を図ります．
な と連携する場合にも、ご入居者は、連携先以外の医療サーピスを自 に選択することができます．

介護保険対象サー、ピスの種顆・提供方法等

サーピスの種類 提供ji法 提供者

状況把迎 ・毎H午前I0時頃に各住戸に住宅戟員が伺い安杏の確認を行います，＇
自ら実施

（安否確認l ・ト．記以外の時間帯もご利用者様（ご家族様）とご祖談の上必要に応じて行います．

生活相談
・日常生活を送る中でお困りのこと、介護度が元くなっt~．塩合のご不安等について、住宅職員がこ・相萩を

自ら其施
お受：tします。

緊念IIサ対応
·24 時l~I各住戸のベッドサイド、 トイレ、浴至に設世してあるナー・ス：1ー、ルを押していただければ市務

自ら実施
室及び住宅職員が携帯しているPHS：こて通報を受信の上、住宅職員が啄1}つけ必嬰な対応を行います。

食事介助 ・食滋において食事介助を行います。 自ら実施

入浴介助 ・週2同人浴介助を行いま七 自ら実施

排せつ介助
•利用者の状況に応じた適切な排せつ介助を行います。

自ら実施
・排廿つの自す．に向けた扱助を行いますD

機能伺,,紬
• 利用者の心身の機能の維持回復を図り、百福生活の自立を助けるため｀必要なリハビリ フ―ーショ ンを行

自ら実施
います。

居室消掃・洗濯等
し・必ま要す0に応)じて届室内の梢描を行います． （換気踊、エアコン等祖子概器については、別途業者をご案内

自ら尖施
家串援助 ヽ謬：こ応じて洗濯を行います。 （専門(])クリー＝ング業者を利用する届合は自己負担です，．）

• こ応じてシーツ交換を行います。

健康管理
ヘ呑護諏員等により、血JT:・脈拍・体温等の測定による健鹸状怨の流品を行います．．

自ら＇父施
．呑護諏員等により、健康相談をお受けします、9

服薬管理 ・必要に応じて薬の管理、服薬介助を行います， 自ら実施

fギ宅で対応できる医療的ケア(/)内容

• 他証管理、服薬支援、治放支援 （協力医療機関との調照等）
・医師の指示に広づく、 r vH、インシュリン、膀脱カテーテル他、 ご相談ください。
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介護保険対象外サーどス序 回 あり □ なし
人員配湮が手涅い介護サー・ピスの実施 □あり 凶なし I 霜に関わる職員体制 | •石渡識elの配姓＊） 3 : L 

•朝、昼、夜希望者に提供しますリ
•朝食は8時～9時まで、昼食は12時～13時まで、夕食は18時～19時まで。

食事の提供サービス
・食卓は、住宅仏」0)厨房にて専属の調坪只により調理いたしよす。
・キャンセル、変更竹ば提供される日の7日前よでにお知らせください，それ以
降のキャンセルについては、キャンセル料（・炎費）が発生してしまいます(!)で、
お気をつけください。

その他年11/lJ.(j・叫咄l」的な選択によるサービス提供

（例）飼Jll」的な外田介助 あり（有料）

（例）個別的な買物等の代行 あり（有料）

（例）週3回以卜．の入浴介助 あり（有料）

医療機関と0)連携・協力
（ご人居若は、連携・協）」先医療機関等以外の医捺サーピスも、自由に選択することができます，）

日 1 救急車の手配

阪療支援 □ 2 入退院の付き添い
※複数選択可 □ 3通院介助

□ 4 その他 （ ） 

名称 医療法人1十団 悠翔会

所在地
東京都港区新橋5・l4 10 新揺スクエアどル7F

医療磯関 l
住宅から(/1距離：約20凡

協 診療科目 内科

力
協力内容 訪問診税、往診、健康相談、定朋徒康診断、他医療機関へ(J)紹介医

療
名称

機
閉

医痘機関2
所在地

診療科目

協力内容

名称 医税法人社回 寸．消会 ひまわり歯科

所在地
神奈川県川崎市多序区登戸2061I 

協）｝歯科医療機関
住宅から(/)距雛：約14.2'a

診療科目 歯科

協力内容 訪問歯科診療

7.料金の請求及び支払方法

□月払い方式 に全額前払い方式 □一部前払い方式 □選択方式
支払方式

※選択方式の場合．
（該当する方式全て選択）

□月払い方式 「l全額前払い方式 LJ一部前払い•一部月9ムい方式

前払金 LJあり □なし ※,lf11/•金と lエ、騎~XIえA1•；虹jの間1;Iにわた，，て受紅すべさ米ti竿0)仝沿Ji.I文・油を 1苫
して受頷する湯合をいう，9

金額 円期ril 年／終身 I 

算疋方法 月額単価(fl]) X想定J凸住期l~l (月）により第出

月額単(dli
家貨 ・共益庁 家R円＋北益費fil

（説明）
の内容 サーピス提供

の対価
前払し、熊l,

想定居住期間の第出根拠

支払n 支払方法

償却l州蛉日 年月 日 （入店契約苔I？定める償却閉始日を記入）

契約終了時
円箕定）jil:

の返遠金

短期解約 令怨 円期間 | か月 1起算n I 人）凶した日
（死亡退去

含
遠む金）のの返
算疋 筒定方法 （日釘Ii円面を胡示した上で口舎lり計算で記人）

)j式

返還期限 （人居契約呂に定める返遠期限を記入）

i7 連桁保証を行う銀わ等の名称

口 I,;"1契的を行、）1『;，it．会社唸の々，称
曲払金の保 口 保祉保険を打・）保険令中位）名称
令先

U 全国有料老人ホーJ_、協会
， 

〇その他 （名称 ； ） 
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料
金
構
造

敷金 算定根拠

金額 家賃の 2か月分 ※退去時に滞納家賃及び居室の原状回復費用を除き全額返還する。

月額費用 算定根拠

家貸 近傍同種の家貸相場を参考に設定

共益費 共用設備の維持管理費、共用の消耗品費、住戸内の光熱水費

介（介護護費保用険） 別紙 ココファンH吉 7丁目 料金表参照

”n人譴UI／いサ狙護編ー保＇＂合ビ改がのス外手介R I 
なし

円

算定根拠：

利（介用護者保の険個外別） 利用実績に基づく金
・料金単価等は別添3 「介護サーピス等の一覧表」のとおり的な還択によ 額をお支払いいただ
・個別的な外,'ll介助、個別的な買物等代行、週3回以上の入浴介助る介護サーピ きます。

ス費用

朝食 422円、昼食 638円、夕食 588円、間食 0円 （税込）

食費
49,440円 1日当たり 1,648円（税込） X30日で精算

キャンセルする場合の取扱い： 7日前までに職員に連絡してください。
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光熱水費 （共益費に含む）
（共益費に含む場合の記載例）
住戸内の光熱水費は、全戸光熱水費の合計を戸数で除して算定し、共益喪に含めてお文払いいただきよすc

その他 -Pl 別添3 「介護サーピス笠の一覧表」())とおり

合計 合計には家賃、共益費、食費を含みます。

支払H・支 ・毎月2Onに請求苦を発行し、利用者様に送付します。 （振込手数料は利用者様負杞となります。）
払方法 ・毎月271:lに、支払請求分を口庫引き落としの方法でお支払いいただきます。

入院符ーによる不任時における利用料金（月払い）の取扱い

・入院中も入居契約は継続し、家貨 ・共益費をお支払いいただきます。
• 選択サーピス貨、食費は利用実絞により、お支払いいただきます（入院中の利用がない分はお支払いいただきません） ．

料金改定の条件及びT布続き

人件費、物価、公共料金等の変動があった場合、運営懇談会に諮った上で改定する垢合があります，、

料金プラン（代表的なプランを叫列）

プブン 1 プフン2

要介護度 要介護1 要介穫4 委介護2

入居者(J)状況 自己負担割合 1割 1割

年齢 77歳 89歳 87歳

床而禎 18. 00 m‘ 34 74 m' 

浴室 LJ あり 回なし 同あり □ なし
居送の状況

伶所 口 あり □ なし 戸lあり LJ なし

収納 Fl あり □ なし 回 あり 「 なし

入居時点で必要な 前払金 0円 O H 
菩用 敷金 156,000円 27b, 000円

月額費用0)合計 205, 440 f-'-1 331, Y80 1'1 

家貸 78, ooo l'I 138,000門

共益費 22,600円 8,200円

肉；；；出aAKM：り！防介讚，，，t9JIl(※1) 21,800円 51,000円

サ
|•乗せ介悲校Ill(※ 2) 0円 0円

| 
介
介煉打JII（選択サービス） 5,000円 1,800円

ピ 一没 食費（税込） 49, 440円 98,880円
ス ※保

喪 ～3 険 光熱水喪 （共益費に含む） 円 （個別メークー） 円

ffl 外
生沃支援サー・ピス喪 28,600円 31, lOO円

その他 0円 0円

※1 自己負担額を記入。介護f'防・地域密者型の場合を含む，
※2 該当する場合のみ。
※3 上乗せ介護費用その他サービス付き扁齢者向けイギも専業として受領する費用。

8.入居者の状況--. ̀.~· • ・ • --" •一
人居若の状況（ 2024年7月1日 現在 ） 

平均年齢 87. 7歳 入居者数合計 51人

年齢／介護度 自立 要支援1 要支援2 要介護l 吹介護2 嗅介護3 要介護4 要介護5

65歳未満

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜介齢護別度人別 ・年
6躙以上75綬未濶

゜ ゜ ゜
I 

゜ ゜
1 

゜居者数 75歳以上85歳未滴 1 

゜ ゜
I 6 l l 

゜85寂以上

゜
2 h ， lO l ， 3 

合計 I 2 5 11 16 2 11 3 

人居紺続期間 入居期問 6か月未・i荷 6n1年ヽ月士以寸給上l 5l’年ド以去碑-t: 13A"笙4以去上・碑 1Iu~•年r-士以油上ヒ 15年以上 合計

別入居者数 入居者数 3 3 27 1 8 

゜ ゜
51 

男女別入居者数 男性 ： 10 人 女性： 11 人

入居・字（時的に不在となっている者を合む0) 100 ％ （定艮に対する入居者数）

退去者数の合it 7 人（ド記理由ごとの人数を合計したものと•致させる）

浬山 人数（人） 理由 人数（人）

刊宅・家族同居 1他のザ・ピス付き晶齢者向け住宅への転民

旺近一年問1こ退去した者の人数と理由 介護老人福社施設（符蓑等）へ転居 lその他の福祉施設・商齢者仕宅等への転圧

介護老人保健施設へ転居 医療機閲（入院） 2 

介護僚癸型医療施設へ転居 死亡 2 
l 

布科老人ホマーム（サ付き除く）への転尼 lその他
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9.苦情・事故等に関する体制

苗惜に対応する窓口等の状況

窓n(/)名称 （住宅） ココファン日吉7丁H 苦惜相談窓口

竜話番号 04ii 562-6331 

平日 9時 00分 .―ー I 7時 00分

上曜 9時 00分 ～ 17時 00分
対応している時間

A唯 9時 00分 ～ 17時 00分

祝Fl 9時 00分 ・一 17時 00分

定休IJ 不定休

窓u0)名称 （法人） 株式含社学研ココファン 苦情相談窓n

符話番号 03-64~1-1860 

平日 9時 00分 ～ 17時 00分

ヒ暗 時 分 ~ 時 分
対応している時問

日曜 時 分 -- 時 分

祝日 時 分 時 分

定休Fl 土眼、 I.J曜、中J虹H

窓n(/)名称 （区巾町村） 横浜市健康福祉局 商齢健康福祉部 商齢施設課 苦惜相談窓口

甫話番号 045-671 4117 

平日 9時 00分 17時 00分

土曜 時 分 時 分
対応している時間

日曜 時 分 ～ 時 分

祝Fl 時 分 ～ 時 分

定休日 1：曜、 日陪、祝Fl

窓nの名称 神奈JI［県国民健凍保険団体連合会

奄話番g 045ぺl2か•3400

平u 9時 00分 17時 00分

土雌 時 分 ～ 時 分
対応している時1lll

日暗 時 分 ～ 時 分

祝Fl 時 分 ～ 時 分

定休Ll ヤ躍、日耀、祝日

窓口の名称

宝話番号

半U 時 分 時 分

土曜 時 分 ー・ 時 分
対応している時間

日暗 時 分 ～ 時 分

祝n 時 分 •一 時 分

定休u 士陥、 日曜、祝．［l

サービスの提供において事故が発生したときの対応

具体的な対応 た• 本場契合約は、に基速づやかき、に介必護嬰サなー対応ピ及ス等び措を利骰用（者ご家に提族供へのし連た掛絡合・救に急、車万ーの事呼故びが出発し生等）し、を利行用い者まのす。生命 ・打体等に但苔が生じ

損寄賠侯育任保険の加人状況

囚 あり （保険の名称及び加入先： サ住ー宅賠ピ償ス付四任き保高齢険者向け 損社害保険ジ・＼・パン株式会 ） □ なし
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1 0. その他の留意事項

外II¥.帰宅・訪問等

外出 ・怖宅及びご家族様等の米訪等の時1111制限はありません。なお、夜111111)外出・帰宅の際や外泊時は、 1闘前に住宅駿且へご連絡下さい．

共用設備の利用について

（例）浴出． 共用浴空をご使用される場合は、使用時間を亨前：こお知らせ下さい。

（例）共州キッチン 共用キッチンの利用希望1こついては、予約表に記載して下さい。

やむを得ず打体拘束を行う揚合(J)手続き

当該人居者又は他の人居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを1りない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わないこ
ととし、やむを得ず身体的拘束を行う楊合には、次の各号の要件を満たし事且つ同意吾、経過記録を作成した上で実施し、その様簸及び時間、そ0)釈0)

人居者の心状の状況、 緊他急の入や居むを得なかった理由を記録するととともに、速やかに身体拘束を排除できるよう取り組むものとする。
(L)入居者本人又は 者等の生命又は打体が恕炎にさらされる可能性が著しく商い。
(2)身体拘束その他の行動制限を行う以外に代秤する看護、介護力法がない。
(3)身体拘束その他の行勤制限が一時的であるJ
2 宰業者は、身休的拘束埠の適正化を図るため、次に掲げる措階を諸じる。
(l)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委只会（テレピ常活接恒等を活用して行うことができるものとする。）を3月に 1同以I-開催する

とともに、その結果について、特定介護従亨者に周知徹底を図るものとするこ
(2)身体的拘束等の適正化II)ための指針を整備する。
位）特定介護従市者に対し身体的拘束等の適lE化のための研修を定期的に実砲する。

ハラスメント対策について

1 事業者は、人居者との信頼関係のもとにじ安全安心な環接で質の在いケアを提供するもの｝し、ハラ‘入メントに閲する狂修の英施や状il位の把拙、未

然防[|．への点検等の取り組みを行うとともに、相談報告の体制を整えるものとするリ
2 サーピス利用砕における、入居者からの殴る蹴るなどの身体的攻撃、暴言、威嚇などの精神的な攻撃、職只の身体を触る、守猥な冗談、 しつこく男
女関係を迫るなどの性的行為｀過大な要求、その他のハラスメント等の著しい迷惑行為が発生した場合は、地域包括支援センタ—•等(l)関係機関に状況を
共有し、解決を図るも(I)とする。

内待防JI:について

！ 市業者は、入居者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措骰を講ずるものとする。
(L) 弔業所における内待の防止のための対策を検討する委員会（テレピ電話装匿竹を活用して行うことができるものとする，，）を定期的に開催すると
ともにb その結果について、特定介護従半者に）月知徹底を図ること4
(2)専業所における虐待の1）jII:0)ため(J)栢針を整備すること。
(3)享業所において、特定介護従弔者に対し、店行の防止のための研修を定期的に実施すること
(4)人居者及びその代牲人から(/)苫情対応体制を幣備すること。
(5) Mi1~に掲げる拮匿を適切に実施するための担当者を産くこと。
2 専業者は、申業の提供中に、｝l1該事業所職員又は姜漫者（入居者の家族等高齢者を現に蓑護する者）による虐待を受けたと思われる入届者を発兄し
た揚合は、速やかにこれを市町村に通報するものKすな

業務継続計画0)策定について

1 事業者は、酪染症や非常災害の発生時において、入居者に対する＇拒業の霜を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再［り1を図るための計li!li
（以下業「業者務は継、は悶圃Jという。）を策岳見袖直し当該業務継続計画に従い必淡 樅を請じるもり）とする．
2 事 盆護従事者に対し業 計画について啓農するとともに、必要な研9が及ぴ訓練を定期的に実施するものとする．
3 市業者は、定期に業務継続計画の を行い、必要 じて渫務継続計画の変更を行う ものとする。

衛生管狸及び職員布の健康管理等

1 定介定護介護を提従供する施設染源、設と備及び備品又は飲川に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措ほを請じるものとする。
2 特 事者が感 なることを予防し、また特定介護従宰名を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋笞感染をf防するための備品等を備

えるなどの対策を講じるものとする，、
3 享業者は、卓業所において恣染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措匿を諸じるものとする。
(l) -$業所における感染症のf≫防及びまん延の1)il|:0)ための対策を検討する委員会（テレピ竜話装窟等を活用して行うことができるも(/)とする")を
おおむね6月に1回以上開催するととも1こ．、その結果について、特た介護従亨者に周知徹底を図ること。
(2)亨業所における感染症の予防及びまん延防止ll)ための指針を幣備することD
(3)享業所において、特定介護従当者に対し、感染症o)r粒防及びまん延の防I|．．のための研修及び訓練を疋期的に実旅することこ
4 享業者は、特定介護従挙者の消浣の（呆持及び健康状態について必要な管理を行うも(J)｝し、年l回以上の健凍診断を受診させ、または健点診断の受診

状況を把握するものとする，．

秘密巌守綽

職員は、菜務上知り得た入居者及びその家族(J)個人情報等の秘稼を、他の第二者へ洞洩してはならず、職具でなくなった後もその殺栃を負うものとす

る．

人居希望者への市前の渚報開示

LJ 入居希望者に公1111
財務諸表の要旨

ロ入居希望者に公開

入居契約寄のひな形 回 入居希望者に交付 （※前払金を受領する場合 ロ入居希望者に交付
に記載）

「i公開していない 回公開していない

□ 入居希望者に公開
財務諸衷の原本

亡］ 入居希望者に公間

脊地規程 ビl入居希望者に交付 （※前払令を受領する塀合 □ 入居希望者に交付
（蛍要宰項説明斉）

□ 公開していない に記蔽l
国 公開していない

享棠収支計画芸
「l入居希望者に公開 その他 口 入居希望者に公開

（※前払金を受領する □ 入居希望者に交付 （ ） 「］ 入居希望者に交付

垢合に記載） □ 公開していない n 公開していない
そ0)伯

腎理の方式 戸l自ら実柁 L 笞理業務を委託

公；t.Jるた伍d)"粁（投般19;/i)

商号・名称又
フリガナ

は氏名

サーIグス付き尚齢 管理業衡

者向け住宅の管珂 の委託先 〒 I 
のガ法等 住所（字務所

所存地）
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計1叫策定の有無 回あり □ なし
修繕計画 人凩樅修綱の真●ヤ定

そr,,P!l)tiilii合）ク修摩干ぇ：

巨lあり（闊催頻度： 年 1 回）

運営懇談会
I（開催内容等）
L」以下の内容の代替措置により対応

1（内容）

有料老人ホーム設置時の老人福社法第29条第1 口あり L] なし

項に規定する届出 回サーピス付き寓齢肴向1井t宅の登餞を行っているため、高齢署の居住の安定確保に1!1lする法律第四条の規定により、雇出が不要

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見 回あり I 揺日 1 | t，t果の曲9f， 1 口 あり 口なし
等を把握する取組の状況 「lなし

第三者による評価の実施状況 口あり | 実施B l 1火総碩IJ.11の名称I

区lなし

サーピス付き高齢者向け住宅の登録の申請が基 尚齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針及び都が策定する面齢者の居住安定確保プランに基づき適切に
本h針に照らして適切である旨 サービス付き病齢者向け住宅事業を実施します。
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税明年月日 2024年7月1日

入居契約書、 （介護予防）特定施設入居者生活介護契約害及び（介護予防）特定施設入居者生活介護重要事項説明吉
に基づいて、重要な事項を説明しました。

事業者名

所在地

代表者名 印・

説明者氏名 印

私は上記事業者から、入居契約書、 （介護予防）特定施設入居者生塔介護契約畜及び（介護予防）特定施設入居者生
活介護重要事項説明書に基づいて、重要な事項の説明を受けました。

署名 印
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別表 1 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサーピス（自費サーピス含む）等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 G)・無）
区 分 自 立 要支援1~2 要介護1~5

利用料金に含まれる
介護予防特定施設入居者 特定施設入居者生活介護

提供サービスの別 その都度徴収するサーピス
生活介謹により接供され その都度徴収するサービス

により提供されるサーピ その都度徴収するサービス
サービス るサービス、又は、利用 ス、又は、利用料金に含

料金に含まれるサービス まれるサービス

サービスの提供内容等 提供方法（回数等） 提供方法（国数等） 金額（単価） 提供方法（国数等） 摂供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（国数等） 提供方法（回数等） 金額（単伍）

1．介護サービス

①巡回

．届間 9時～18時 ＇有・無 必要に応じて 必要に応じて 都度

・夜間 18時～9時 '脊・無 必要に応じて 必要に応じて 都度

＠食車介助 有・無 10分 624P': 10分 624円 都度

R排泄

・排泄介助 有う・無 10分 624p:; 10分 624円 都度

•おむつ交換 辺・無 10分 624円 10分 624円 都度

•おむつ代 荀・無 都度 官費 都度 自蓑 都度 自費

④入浴等

．渚拭 有・無 10分 624円 10分 624円 涸 2回(3回目以降自費） 都度 自貨

・一般浴介助 ＇台・無 10分 624円 10分 624Pl 週2回(3回目以降自費） 都度 自費

•特浴介助 深 ドー 10分 624円 ＇ 10分 624円 週2回（3回目以降自費） 都度 自費

⑤身辺介助

・体位交換 有・無 10分 624F. 10分 624円 都度

・居室からの移勁 l右・無 10分 624P: 10分 624円 都度

・衣類の渚脱 ：な・無 10分 624円 10分 624円 都度

・身だしなみ介助 ：和・無 10分 624円 10分 624円 都度

⑥機能乱lI椋 通・無 都度

⑦通院0)介助 ：和・無 10分 624P: 10分 624円 都度 巨費

R緊念時

・緊急時対応 辺・無 24時問対応 24時問対応 24時間対応

・ナースコーJン （有）・無 24時間対応 24時間対応 24時間対応

2．生活サーピス

①生活相談 「か1・無 必要に応じて 必要に応じて 必要：こ応じて

②リネン交換 1＼・無 週 1回

③消掃 ←オ）・無 10分 440円 10分 440円 週1回(2回目以降目費） 都度 目費

④洗濯 召・無 10分 440円 10分 440円 週 1回(2回目以降自費） 都度 自貸

⑤居室配勝 ・下開 I<.苓 ．鉦9 ‘ヽ̀ 10分 440円 10分 440円 都度 10分 440f": 

⑤おやつ 有•（盛 トー

⑦理美容 口お・無 都裟 自要 都度 目吾 都度 自費

R代行

・買物 l布・無 10分 440円 10分 440圧 週1回(2回目以降自究） 部度 自費

・役所手続 有｛特

3．健康管理サービス
・健宗診新 有け賊

・健康栢萩 ｛有）・無 部度 郁度 都度

一生活相荻 ←有・無 都度 祁度 都度

・服薬支援 （有｝・無 必要に応じて ＇ 都度

・医師の往診 有＜熙 都度 自費 都度 自賽 都度 自費

4．入退院時、入院中のサー ビス
・入退浣時の同行 有 (~ I― I- I- l- I― 






